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日 時：平成２５年５月２０日（月）午後４時３０分開会 

場 所：札幌市役所 １８階 第１常任委員会会議室 
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  １．開  会 

○委員長 それでは、時間が少し過ぎてしまいましたけれども、これより、第８回目の子

どもの権利委員会を開催いたします。 

 一つお断りしておきますけれども、クールビズということで、ネクタイを外して来てし

まいました。ほかの皆さん方はしっかりした服装で来られている中で、申しわけないと思

っております。 

 それではまず、事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。 

○事務局（岩佐子ども権利推進課長） それでは、ご報告させていただきます。 

 本日、水谷委員から欠席するとの連絡を受けております。まだ若干遅れている方もいら

っしゃいますけれども、連絡をとりたいと思っております。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 本日は、資料１から資料５までご用意しておりまして、既に皆様には事前に送付してご

ざいます。なお、資料４の一部を修正しておりますので、本日、机上に配付させていただ

いております。その他の資料がお手元にない方は、お知らせをお願いします。 

 続きまして、委員の改選についてでございます。 

 副委員長の梅村委員が札幌市中学校長会の事務局次長から事務局長になられたことに伴

いまして、新たに猪股徹中島中学校校長に子どもの権利委員会委員に就任していただくこ

とになりました。 

 猪股委員、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

○猪股委員 中島中学校に勤務しております猪股です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（岩佐子ども権利推進課長） また、このほかにも、一部の委員の役職等が変更

になったため、現時点の名簿を配付しております。今回変更になった委員の皆様以外にお

かれましても、役職や事前にお届けいただいていた住所等が変更となった場合、お手数で

はございますけれども、事務局まで随時ご連絡をお願いいたします。 

 なお、事務局につきましても、私を初め、人事異動により、新たな体制となりましたこ

とから、課長以上の職員について簡単にご挨拶させていただきます。 

○事務局（浦屋子ども育成部長） 今年の４月から参りました子ども育成部長の浦屋と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（岩佐子ども権利推進課長） 子どもの権利推進課長として参りました岩佐と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 子どもの権利救済事務局次長、子どもア

シストセンターの事務局をしております伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（引地教育委員会指導担当部長） この４月に着任いたしました。教育委員会指

導室指導担当部長の引地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 同じく、教育委員会指導室指導担当課長の森

岡から担当がかわりまして、教育委員会は２年目ですが、指導担当課長の檜田と申します。
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どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（岩佐子ども権利推進課長） 新たな体制のもと、これからもどうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございます。 

 

  ２．副委員長選任 

○委員長 それでは、初めに、梅村副委員長の後任の副委員長を選任する必要があり、こ

れにつきましては、委員の互選によって決めることになっておりますが、私としましては、

小学校校長会の大江委員がふさわしいと思っておりますので、大江委員に副委員長をお願

いしたいと考えますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○委員長 ありがとうございます。 

 それでは、大江委員、よろしくお願いいたします。 

 なお、私の横が副委員長席でありますので、こちらにいらしてください。 

〔副委員長は所定の席に着く〕 

○委員長 席を移動していただきまして、早速で恐れ入りますが、簡単にご挨拶をしてい

ただければと思います。 

○大江副委員長 こんにちは。 

 屯田北小学校校長の大江でございます。今年度は２年目の委員ということで、小学校で

の子どもたちの様子等をできるだけわかりやすく伝えるように、そしてまた、子どもの権

利に関する学校での取り組みについて、どうすべきかということを考えていきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。 

 

  ３．議  題 

○委員長 それでは、これより、次第に沿って議事を進めていきます。 

 本日の議題でありますけれども、本日の議題は、次第のとおり、２件であります。 

 一つ目は、子どもの最善の利益を実現するための権利条例に基づく平成２４年度取組状

況の報告についてであります。そして、二つ目は、子どもの権利に関する施策の検証であ

ります。この２点について審議をしていくことになるわけでありますが、今日の終了時刻

は１８時３０分を予定しております。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、一つ目の議題について、審議に入りたいと思います。まず、事務局から説明

を受けたいと思いますが、既に資料はいただいていることから、総括の部分と内容につい

ては、主な点を抜粋してお願いしたいと思います。 

 なお、できれば、本日は、検証の視点５についても時間を割きたいと思っておりますの
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で、１点目の議題につきましては、一応の目安として、１７時３０分ごろには終わりたい

と思います。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

○事務局（岩佐子ども権利推進課長） それでは、子どもの権利条例に基づく平成２４年

度の取組につきましてご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料４の表紙を１枚おめくりいただきたいと思います。 

 平成２４年度の取組状況総括の子どもの参加の促進・子どもの権利の理解促進について

でございます。 

 こちらは、上から四つ目の丸印までですけれども、例年どおりの項目となっておりまし

て、昨年度の実績を掲載しております。特に、昨年度の新しい取り組みといたしましては、

丸の三つ目の３行目の後半以降ですが、教職員を対象とした出前講座を実施したこと、ま

た、条例の認知度向上を図るためのロゴマークを子どもたちの投票により、作成したとこ

ろでございます。 

 下から三つ目の丸でございますけれども、条例制定に当たって懸念されていた権利の濫

用につきましては、昨年度につきましても、このようなことは見られなかったところでご

ざいます。 

 そして、下から二つ目の丸でございますが、子どもの権利の保障や理解がどれだけ進ん

だかにつきましては、子どもの権利が守られていると思うかという指標達成度調査の結果

を一つの評価と考えておりまして、この結果につきましても、年々、値が好転している傾

向が認められ、理解が進んでいることがうかがえるものというふうに考えております。 

 下に表を二つ載せてございますけれども、上の大人と書かれている表の※２、平成２１

年度から２４年度までをごらんいただきますと、子どもの権利が守られていると思うと答

える割合は増加しております。これらの要因といたしましては、広報、普及を初め、さま

ざまな子どもの参加の機会を拡大する取組を進めたことにより、子どもの権利に対する一

定程度の理解が進んだものと考えているところでございます。 

 なお、大人の表の※１に平成２１年度の値を掲載しておりますけれども、こちらにつき

ましては、子どもの権利に関する推進計画を策定した際に、子ども未来局が実施した調査

の結果でございまして、同様の調査につきましては、今年度実施をする予定でございます。 

 また、子どもの結果も掲載しておりますが、大人と同様、平成２１年度の値につきまし

ては、無作為抽出による調査結果でございまして、以降の値は、イベント等の参加者への

アンケート調査の結果となっており、調査方法が大きく異なるため、２１年度と直接比較

することができませんが、２４年度の数値を２３年度と比較いたしますと、若干ではござ

いますが、「思う」の割合が増加している状況にございます。 

 そして、最後の丸でございますが、平成２５年度は、子どもの参加促進や広報普及とい

ったこれまでの施策の充実に加え、新たに実施する子どもの参加パワーアップ事業といっ

た効果的な施策に取り組み、子どもの権利の保障を一層進めていきたいと考えているとこ
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ろでございます。 

 次に、２ページ以降につきましては吉川代表救済委員から、３ページにつきましては教

育委員会から後ほど説明をさせていただきます。 

 なお、４ページ以降に具体的な内容を整理させていただいております。項目といたしま

しては、昨年度から大きな変更はないため、新たに実施したもののみ簡単に報告させてい

ただきます。 

 まず、５ページをごらんいただきたいと思います。 

 ②の市政に対する提案・意見募集でございます。 

 庁内から募集いたしましたテーマに基づきまして、子どもが市政により気軽に提案や意

見を言うことができるよう、返信用はがきを添付した資料を作成したもので、こちらは、

今年度も実施する予定でございます。 

 続きまして、８ページをごらんいただきたいと思います。 

 ②の学びの環境づくりでございます。昨年度新たに実施いたしましたフリースクール等

民間施設への補助制度の実績を掲載してございます。 

 続きまして、１２ページをごらんいただきたいと思います。 

 子ども未来局の広報関係の部分でございますが、上の表の区分、条例の一番下のところ

に、リーフレット（新規）とございますが、こちらは、本日配布させていただいた「Ｋｅ

ｎｒｉＢｏｏｋ（けんりぶっく）」のことでございます。 

 最後に、１９ページをごらんいただきたいと思います。 

 中段に子どもの権利に関する推進計画に掲げております成果指標を掲載してございます。 

 こちらの成果指標につきましては、調査方法が異なりますことから、一概に比較するこ

とはできませんが、おおむね前年度の値を上回っております。今後も目標達成に向け、引

き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で私からの説明を終わります。 

○委員長 それでは、続いてお願いいたします。 

○事務局（吉川代表子ども権利救済委員） それでは、２ページ目アシストセンターの実

績のところを簡単にご説明したいと思います。 

 平成２４年度は、実件数で１，１９７件、延べ件数で３，９２５件ということで、実件

数は若干増えておりますが、延べ件数は若干減っている状況でございます。 

 調整活動につきましても、書いてあるとおり、平成２４年度は１８件ということで、救

済の申し立てが１件、あとは自己発意の調査が２件ということです。２４年度の実件数は、

少しふえておりますが、延べ件数が若干減っているというのは、メールの返信につきまし

て、２４年度につきましてはある程度まとまった質問が来たときに回答するということを

とっておりまして、メールの件数が減ったということが大きな要因ではないかと思ってお

ります。 

 それから、調整活動については大きな変化がございませんけれども、今年度も１８件と
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いうことで、うち１０件が児童相談所、残りの８件が学校を調整先とするという状況にな

っております。 

 それから、子どもの相談と大人の相談の割合ですけれども、これは、後のほうに出てき

ます資料４の２０ページの後にお手元に別紙があると思いますが、その中の相談の概要の

円グラフがあると思います。見ていただくとわかるのですが、子どもの相談件数が５９％、

お母さんなどのその他の相談が約４割ということで、子どもの相談が非常にふえていると

いうことが言えます。 

 これは、子どもの中に、センターの存在がかなり周知されてきまして、子どもの相談が

多くなってきているということが言えると思います。ただ、調整活動の関係では、お母さ

んのほうが調整活動に結びつきやすいということがございまして、これからは、お父さん

も含めてですが、お母さんの相談をもっとふやしていくというように考えているところで

す。 

 それから、平成２４年度の中で特徴的なこととしまして、自己発意の調査をやっており

ます。これは、普通であれば、子どもやお母さんの相談等から調整、申立と入っていくの

ですけれども、昨年度の場合は、２件、救済委員みずから調査するということを決めたも

のがございます。２ページ目に書いてありますが、１件は、学校に関する事案でございま

して、親から、ある学校のある学級の先生の子どもに対する対応が非常によくないという

相談が３件ほどセンターに来まして、それを調査委員と救済委員で判断しまして、これは

みずから調べるべきであるということで調査をした結果、それに対して学校も適切に対応

していただいて、学校でもその対応を改善されていくということで、いい結果で調査を終

わっております。 

 もう一つは、札幌市内の中で、戸籍のない子どもがいるということです。そういう子ど

もがいることがわかりまして、戸籍をつくることも大事だということで、そういう活動を

一方でやりました。他方で、無戸籍の子どもは、戸籍上は子どもの存在自体がないわけで

すので、ある意味で非常に大きな権利侵害だという認識のもとに、これはどういう状況に

なっているかということを調べなければいけないということで、事務局の職員にいろいろ

お願いして調べて、結果として、子どもに対しては、かなりの救済の方法がとられている

ので、実害的なものはあまりないということがだんだんわかってきたのですけれども、そ

れでも、やはり無戸籍の状態はよくないということで、それについて、引き続き今年度も

調査をして、できるだけの対応をしていこうということを、今、やっているところです。 

 そのような状況で、センターとしては、調整活動も含めて一生懸命頑張っているところ

でございます。 

 もう一つ、今年度の特徴といたしまして、平成２４年度に、あしすと通信で、大人向け

に、子どものＳＯＳをキャッチしていますかという通信を出しまして、これを子どもに配

付しました。これは、昨年、中学生がみずから亡くなってしまったという事件がございま

して、それを受けてセンター内で議論をして、やはり早急に対応しなければいけないとい
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うことで、子どものいじめや不登校の初期のサインを見逃さないことが大事なので、それ

をまずはメッセージとして出すべきではないかということで、こういう通信を出しました。 

 センターとしては、こういう不幸なことがもうないように心がけていこうということで

やっております。 

 それから、もう一つお伝えしたいのは、相談の中から、できるだけ調整あるいは救済を

もっと頑張っていこうということで、センターに寄せられる相談の中から、電話なら電話

から面談に来ていただいて、面談の中から少しでもセンターで役立つことがあれば調整等

に入っていくことを努力していこうというように心がけてやっております。 

 そういう意味では、面談の数がかなり増えてきておりまして、２３年度が１２６件の面

談だったのですが、昨年度は１４５件ということで、延べ件数もかなり増えております。

ただ、それがすぐに調整や申立に結びつくわけではないのですけれども、これから、そう

いう努力を続けていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございます。 

 それでは、教育委員会からお願いいたします。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） それでは、平成２４年度の教育委員会の取組

について、私、指導担当檜田から説明させていただきたいと思います。 

 資料の３ページをごらんください。 

 教育委員会としての総括でございますけれども、子どもの権利を生かした教育活動が各

学校で行われるよう、教職員研修を実施し、いじめ、あるいは不登校を防ぐためのピアサ

ポートに関連した講義も実施しているところでございます。中段の表で整理しております

ので、ごらんください。 

 次に、人権教育推進事業という取り組みの中の研究課題として、子どもの権利にかかわ

る研究を位置づけ、４校の研究推進校において、子どもの権利に関する研究を実施したと

ころであります。 

 下段の表にまとめてございます。以上が昨年度の総括でございましたが、続けて、具体

的な内容について、簡単に報告をさせていただきます。 

 ページが少し飛びますが、９ページをごらんいただけますでしょうか。 

 いじめ・不登校の対応ということで、今年度、新たに追加した項目でございます。いじ

めに関しては、平成２４年度から、いじめ、悩みのアンケートの部分ですが、アンケート

の設問の表現を変更し、より実態に近い状況を捉えられるようにしたことなどから、割合

や件数が増加しております。質問の中身も、今までは、今、いじめられていると思うかと

いう設問でしたが、今年度の中では、今の学年になってからということで、それに伴い、

件数が増えているということがございます。 

 変更箇所の中段の※の二つ目ですが、解消に向けては、各学校において丁寧な対応を継

続的に進めており、実際に２万人を超える子どもの回答がございましたけれども、ほぼ１
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００％に近く解消されている状況にございます。 

 次に、不登校への対応についてですが、そこにございます心のサポーター配置モデル事

業など新たな取り組みを行い、不登校の子ども、あるいは、家庭を支援しているところで

ございます。 

 続きまして、１４ページをごらんいただけますでしょうか。 

 （５）の学校教育の関係ですが、①教育研修の実施ということで、表のとおり、新任の

管理職、１０年経験者、初任者を対象に行ったもののほか、教育センターでの講座、市内

全市立小・中学校が参加する教育課程研究協議会において実施したところでございます。 

 １５ページに移りまして、②として、各市立幼稚園、あるいは、学校で、条例の趣旨を

踏まえた実践が行われますよう、人権教育推進事業において研究を実施しており、４校で

実践した内容を中段の表にまとめております。各校の具体的な取り組みの内容として、１

５ページのアの公開授業では、小学校で行った６年社会科の授業について、１枚めくりま

して、１６ページのイの啓発活動では、平成２３年度に作成しましたＤＶＤを活用する取

り組みの内容について、続いて、１７ページのウの条例に関する学習では、子ども未来局

とも連携した条例等の学習内容について、そして、１８ページには、ピアサポートの活動

ということで、教育課程に位置づける研究、あるいは、卒業生によるピアサポート活動の

取り組みについて、それぞれ記載をさせていただいております。 

 今年度も各学校における取り組みの一層の充実に向けて、研修や研究を進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

 教育委員会からの説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、事務局、そして救済委員及び教育委員会の方々から説明をいただきましたけ

れども、これらの説明をもとにいたしまして、意見交換に入りたいと思います。 

 質問を含めて、ご意見のある方は、自由に述べさせていただければと思います。 

○Ａ委員 アシストセンターの関係で、戸籍のない子どもの関係ですけれども、私もそれ

にかかわったので、いきさつはわかっております。これは、学校にも連絡は行っているの

ですね。実際、子どもには、教育上の関係できちんと学校に通えるような形になりまして、

問題はないから、僕らもその後は何もしていないのですけれども、僕らもびっくりしたの

です。戸籍がないとはどういうことなのかと。我々は、今、区の相談室と一緒にいろいろ

なことを話したりしたのですけれども、どこへどういうふうにつながっているのかという

ことが、我々のところまで詳しく入ってきていないし、現実に、その結果の報告も何もな

いのです。校長とも話をする機会はあったけれども、別な関係でいろいろなことで話をし

たりして、こちらも忘れてしまって、聞く機会がなかったです。今回、この席でそれが出

てきたので、僕もびっくりしているような形です。 

 例えば、児相の関係でも前に話をしましたけれども、前期までは、いろいろなことがあ

っても、報告というものは一切なかったのですが、今年度からは報告するという形に大分
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変わってきているので、ちょっと異常なケースだろうと思うのですけれども、こういうの

は、我々は若干かかわっておりますので、報告が私のところに来ていないから、うちの主

任児童員も何も聞いていないと思います。そういう形で、何かのコメントで欲しいなとい

うのが実情です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 今のＡ委員のお話に対して、救済委員から何かございますでしょうか。 

○事務局（吉川代表子ども権利救済委員） アシストセンターの立場としましては、そう

いう問題がありまして、戸籍のない方がいるということで、学校に行くということもあり

ますし、病気になったときの治療の問題もありますし、いろいろな問題がありまして、そ

ういう子どもに対する権利確保ができているのかというところをいろいろ調べました。 

 現在も調べているところですが、基本的に、調べていくと、それぞれの部署ではちゃん

とやっていただいているものがかなり出てきまして、それは十分に横の連絡があるかどう

かということもよくわからないところがございますので、アシストセンターでできること

とすれば、こういう事実を調べて、こういう救済のやり方をしているので、今度、こうい

うものがあったときには、まずはそれぞれ横の連絡をとって、ぜひ速やかに対応してくだ

さいということをやっていこうと考えております。 

 それから、今、ご質問がありましたが、具体的にそういう相談があったときに、それを

どこまでご報告するかについては、私どもでもどういう対応をしていいのかというのは事

務局の方とも相談しなければいけませんので、わかりませんから、そこら辺は宿題とさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長 Ａ委員、よろしいでしょうか。 

○Ａ委員 はい。 

○委員長 それでは、ほかにありましたら、遠慮なくどうぞ。 

○J委員 教育委員会の取り組みについて質問をさせてください。 

 人権教育の研究推進校ということで４校挙げられておりますが、この学校数、小学校１

校、中学校２校、高校１校ということで、それぞれの年代で人権について考えて、社会生

活ついて考える機会を得るというのは、子どもたちにとって大変いいことだと思うのです

けれども、今後、この研究校の数が各区に小・中・高と１校ずつ増えていくような計画は

あるのでしょうか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 今、ご質問をいただいた点ですけれども、研

究推進校は、あくまでも、モデル的にといいますか、全市的な推進役ではあるのですけれ

ども、実際には、この推進校以外の学校でも、ピアサポート等に取り組んでいる学校も出

てきております。今日はご紹介できませんが、ほかの学校でも、冊子をつくって、全校で

取り組んでいるような学校も出ております。今年度は、先ほどもございましたけれども、

昨年、中学校１年生の子がみずから命を絶つという件もございまして、札幌市として、い

じめや自殺予防の総合対策プロジェクト事業を立ち上げまして、市民の皆様とともに、学

校での取り組みを一層進めていきたいと考えております。 
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 その中では、ピアサポートというお互いに子どもたちが支え合う活動というのは、すぐ

に実効性があるということではないですが、子どもたち一人一人が自分の肯定感とか、仲

間づくりをする上ではとても大切な取組だと思っておりますので、委員会では、この学校

の数が少し増えればということではなくて、全ての学校で、何らかのピアサポート的な取

組ができるような体制づくりをしたいと考えているところでございます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 １４ページです。子どもの権利については、教職員がどれだけ理解をして子ど

もたちに影響力を発揮できるのかということが大変な要だと思います。そして、これを見

る限りにおいては、それなりの参加者の人数があるのだなと理解をするのですけれども、

果たして札幌市にいる全体の教職員の何％ぐらいに当たるのかということと、いつになっ

たらそれが１００％になる可能性があるのか、要するに、何年度までに、多分、一番必要

とされるような先生がなかなか出てこられないということがあるかもしれないので、なる

べく早いうちに、１００％全ての教職員がこういう研修に出るということもしていただき

たいですし、部活など体罰に関しても、容認する先生方が多いという新聞報道もございま

したし、そういうことを考えても、１００％、全教職員が研修に何らかの形でかかわると

いうところも目指していただきたいのです。とりあえず、これだと何％ぐらいになるのか

というところと、これに参加した先生方がどういう感想をお持ちになったかということが

ありましたら、お教えいただきたいと思います。 

○委員長 教育委員会に対する質問かと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 学校関係にかかわっている全市の教職員を合

わせますと、１万人ぐらいの教職員になるかと思いますが、その中で、何％かという数字

は今すぐに出せないです。ただ、我々がまず押さえておかなければならないのは、各学校

では、子どもの権利という考え方の底辺になる、子ども一人一人を大事にする、お互いに

助け合いながらということは、小学校あるいは中学校の学校種にかかわりなく各学校で行

っていると考えております。 

 ただ、それが札幌市の子どもの権利にかかわる部分と常にリンクしたような、つまり、

学校では、子どものお互いのよさに気づくような授業とか、４月当初であれば、お互いの

よさを高めていくような道徳や学級活動は必ずどこの学級でも行っているのですが、それ

が子どもの権利と非常に結びついているという意識化ですね。ある面では、それがこの取

組の一つなのだという意識を持って教職員が取り組めるかどうかということがこの後に大

事になってくると思っております。確かに、実際には全員が研修をしてということですが、

先ほど申しました人数からいくと、１年、２年でというのはなかなか難しい部分もござい

ます。それもありまして、各学校にＤＶＤ等を配付したり、最近、教育センターが研修を

行っているのですが、研修を行った後、その資料を、各学校に映像資料のようにして配信

して、各学校の校内研修で生かしてもらうような取組を、今、少しずつですが、始めてお
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ります。今年は、そうした部分をさらに充実していきたいと考えているところでございま

す。 

 直接の回答になっていなくて申しわけございません。 

○委員長 Ｂ委員、よろしいですか。 

 ほかにどうぞ。 

○Ｃ委員 １７ページです。子どもの権利条約や札幌市子どもの権利条例について学習す

るということですけれども、憲法ですね。弁護士会よりも憲法の出前講座とかいろいろや

っておりますが、今、改憲がいろいろ問題になっておりまして、９６条の問題もさること

ながら、公共の利益を重視すると言わんばかりの議論がなされております。 

 子どもの権利ということにも間接的にかかわってくるのですけれども、憲法の仕組みが

どうなっているのか、そこのところの学習についてはいかがでしょうかという点を質問さ

せていただきたいと思います。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） まず、小学校では、６年生になりますと、日

本の政治の仕組みということで、４年生ぐらいから、分野でいいますと、大きな枠組みで

すけれども、産業や歴史を勉強した上で日本の政治のことを学習します。 

 憲法の部分でいうと、中学校になりますと、歴史的な経緯については、歴史的な分野、

１年生、２年生、ただ、憲法という考え方でいきますと、市民革命以後の動きが大きくな

りますので、学年としては２年生で学習することが多いかと思います。 

 その後、具体的に、今、出ました憲法の考え方とか条文については、３年生で勉強する

公民的分野という中での学習になります。それと、子どもの権利ということでいいますと、

やはり小学校１年生から、もっと言うと、幼稚園から子どもが豊かに学び育つという考え

方を子どもたちに少しずつ浸透させていく部分もありますが、憲法にかかわる部分は、今

言ったような仕組みになってございます。 

○委員長 Ｃ委員、どうでしょうか。 

○Ｃ委員 非常難しいところだとは思うのですけれども、憲法というのはほかの法律には、

国家が国民を縛れるものなのですが、憲法は逆で、国民が国家を縛るものだという基本的

なことをなかなか理解していない人が多いという気がします。そういう基本的な全体構造

に触れる機会もあったらいいのかなという印象がありますので、それだけ申し述べておき

たいと思います。 

○委員長 ありがとうございます。 

○Ｂ委員 １ページですけれども、１ページの五つ目の丸なのですけれども、これの主語

は子どもなのですよね。 

 要するに、権利条例を直接の原因として、他人の権利を侵害してまで権利行使をするよ

うな子どもの権利の濫用及びそれに伴うということで、これはおかしくないですか。すご

く違和感を持つのですけれども、どういうときに子どもが、君、それは子どもの権利の濫

用だよということをどういうふうにカウントするのかも想像できないし、むしろ、そうい
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うことがあれば、そのことについて教え諭すということは、この子どもの権利条例の趣旨

であって、これなら、あたかもカウントしているような感じですね、君のそれは権利の濫

用だと。むしろ、教師が権利を濫用したのをカウントするならまだ合っているかと思いま

すけれども、この五つ目の丸には非常に違和感を持ちます。 

○委員長 今の点ですけれども、ご意見というふうに受け取ってよろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 結構です。 

○Ｄ委員 わからない点を何点か質問させていただきたいと思います。 

 まず、教育委員会ですが、子どもの権利に関する指導のあり方について、先生たちは検

証されるということです。子どもの権利について学習するということであれば、小学校だ

ろうが、中学校だろうが、高校だろうが、先生たちが権利について学ぶ機会というのは一

括でいいと思うのですけれども、指導のあり方についてという具体的なことになりますと、

小学生、中学生、高校生で指導のレベルやあり方が変わってくるのかどうか。まして、特

別支援になってしまいますと、さらに具体なことに入っていくのではないかと僕は単純に

イメージするのです。 

 その指導のあり方というところを小学校から特別支援まで含めて一括でやっているとい

うのは、どういう研修をされているのでしょうか。 

 何度も言いますが、子どもの権利について学ぶ機会ということで、先生たちが一緒に学

ぶのはいいのですけれども、指導のあり方として、小学校から高校までの先生が一括です

るとなると、具体的な方法になるのではないかと思うのですが、それはどうですか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） もちろん、それぞれグループごとに分かれて

の演習であるとか、そうしたことを取り入れながら、ただ、いわゆる座学の一方的な講義

ということにならないような工夫、さらに、授業で実践を通して学ぶということが先生方

にとっても非常に重要ですので、そうした取り組みですね。あとは、先ほど申しましたＤ

ＶＤも、まさに実践に根づいたものを用意させていただいております。やはり、それらを

有効に普及啓発していくという基本スタンスということです。 

○Ｄ委員 了解しました。 

 それであれば、先ほどのＢ委員のお話ではないですけれども、できるだけ多くの先生が

そういうものに触れる機会があるといいと思います。先ほど聞きますと、１万人ぐらいの

先生がいらっしゃって、７１人ですと１％に満たないですから、新任も入れるとまた別で

しょうけれども、できるだけ多くの機会があったらいいなと思います。 

○委員長 先生方に関しては、全体の研修がありますね。先生方全体の研修です。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 札教研などでしょうか。 

○委員長 そうです。そういうものの中で、子どもの権利について取り組むということは

ないのでしょうか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 札教研は、校内研修を足場にしまして、特に、

子どもの権利にということではなく、各教科に分かれての部会、あるいは教育相談とか、
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ある課題を持って研究を行っております。特に子どもの権利というテーマを設けてという

ことではないですが、基本的なベースになっている中では、委員会の指導主事も助言等に

出かけていきますので、考え方等はそれにのっとって行っております。 

○Ｄ委員 ほかの質問ですが、アシストセンターは、電話やＥメールの受け付けの時間は

何時から何時まででしたか。 

○事務局（吉川代表子ども権利救済委員） 朝１０時から夜８時までです。 

○Ｄ委員 電話の回線数は何本ぐらいありますか。 

○事務局（吉川代表子ども権利救済委員） ３本です。 

○Ｄ委員 では、常時、３人から４人ぐらいのセンターの相談員の方がいるのですか。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 時間帯によって人数は変わるのですが、

最低２人は常駐している状況になっています。 

○Ｄ委員 年間の相談延べ件数が３，９００件ぐらいということですが、土・日はやって

いないですね。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 土曜日はやっております。日曜日は休み

にしております。 

○Ｄ委員 その休みを抜いても、１日に大体十二、三件ぐらいですね。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） メールを含めて、件数としてはそのよう

な形になると思います。 

○Ｄ委員 子どもが多いとなると、子どもが学校に行っていない時間帯であれば、やはり

夕方の４時ぐらいからになりますね。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 時間帯についてですが、子どもについて

は、学校が終わっての夕方からの割合が結構高いです。親御さんについては、午前、午後

に平均してあるという状況になっております。 

○Ｄ委員 そうすると、回線の関係で、アクセスしても話し中でつながらないなどのふぐ

あいはないのですか。今のところ、そういうクレームはない。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 仮に回線がいっぱいになったときは、そ

ういうメッセージが流れて、再びかけ直していただくような体制はとっております。 

○Ｄ委員 あとは、相談内容の内訳が簡単に教えていただければと思います。いじめが多

いとか、学校の不満が多いとか、家庭の不満が多いとかですね。 

 それは出ているのですね。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 資料の２枚目に書いてございます。 

○委員長 では、ほかにいかがでしょうか。 

○Ｅ委員 １ページ目の最後のアンケート結果の部分ですが、子どもの権利が守られてい

ると思うかというアンケートで、平成２４年度で６６．５％になっているにもかかわらず、

平成２６年度の目標値が６割になっているので、このままだと、目標として、そう思う人

数を減らすようにもとられるのですが、なぜこのような目標値を設定したのですか。 
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○事務局（岩佐子ども権利推進課長） こちらは、子どもの権利に関する推進計画を策定

したときに６０％と定めておりまして、平成２１年度は４８．３％です。２３年度、２４

年度の数値につきましては、調査のやり方が違うので、一概には比較できないというふう

にお考えいただければと思います。 

 あくまでも、平成２１年度は、子どもに関する実態調査という無作為抽出の調査で行っ

た結果でございまして、こちらの数値が６０％を目指すようなものと考えております。２

３年度、２４年度で掲載させていただいております数値につきましては、例えば、子ども

未来局で行っているイベントとか、そういうときにアンケート調査を実施して行ったとき

のアンケート調査の結果でございますので、ご了承いただきたいと思います。 

○Ｅ委員 もともと設定したときの６０％というのは、どのような根拠で設定されたので

すか。 

○委員長 その点について、事務局で何かわかることはありますでしょうか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 現状を踏まえて子どもの権利委員会でも検討し

ていただいたうえで、最終的に出した数値です。 

○委員長 Ｅ委員、いいですか。 

○J委員 今、Ｅ委員へのお答えに対する質問なのですけれども、ということは、無作為抽

出のアンケートを今後予定していると理解してよろしいですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 今年度に実施する予定でございます。 

○Ｅ委員 たしか、推進計画を策定したときに６割と設定したとおっしゃっていたのです

が、次の推進計画の策定は何年度を予定しているのでしたか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 来年度に策定する予定でございます。そして、

平成２７年度からの計画となります。 

○Ｅ委員 では、そのときに、また目標値は設定し直したりする検討はされると。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） その予定でございます。 

○委員長 その際には、子どもの権利委員会もかかわるわけですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） そのとおりでございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長 それは、我々の後の権利委員会になると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○Ｆ委員 今、Ｅ委員が言ったことは、本当に核心だと思います。目標値というのは、パ

ブリックコメントとか無作為とかありますけれども、やはり、この権利というのは、市民

が知ることが本当に大事なのです。目標値もそうですが、６０％というのは、僕に言わせ

れば低いわけです。やはり、７割くらいの市民の皆さんがそういう権利を知るということ

が大事なのです。今、いろいろお考えだとは思いますけれども、この次は、権利委員の皆

さんとしっかり議論して、目標値というのは、ただのパブリックコメントで機械的なもの

ではなくて、どこにしっかり目標を持って、数字もそうですが、この権利に対して市民が
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どういうふうに思っているとか、そういうことも今後の課題としてお持ちいただきたいと

いうことです。意見として言っておきます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 だんだんと意見も出ておりますけれども、皆さん方はいかがでしょうか。 

○Ｅ委員 先ほどとは別の質問ですが、１２ページにある新しくつくられたリーフレット

を具体的にどのような場所で配付されているのですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 区役所や中央図書館などに配付しております。

（学校関係、ＰＴＡ、児童会館、地域関係者など） 

○Ｅ委員 主な配付先が一般地域関係者などとなっておりますが、まず、これは、具体的

にいつごろに作成されたものですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 今年の３月末にでき上がっております。 

○Ｅ委員 では、今までどのぐらい配られているか、持っていかれているかという数はわ

からないですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） こちらは、７，０００部ほど作り配布しており

ますが、どこにどれだけの在庫があるかというのは、わからない状態です。 

○Ｅ委員 少なくとも、７，０００人以上、手にとっていることはないのですね。こうい

うものをつくっても、手にとられて実際に読まれないと、つくった意味というか、役割が

果たされないと思うので、こういうものがあるので読んでくださいみたいな広報をもっと

するべきではないかなと思います。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 一応、マスコミには、こういったものができま

したということでお知らせはしてございます。 

○Ｅ委員 私は、先ほど２階でこれを配っていたのを見て初めて知ったので、そういうこ

とを思いました。 

○委員長 もっと増やしたほうがということですか。 

○Ｅ委員 もっと広めたほうがいいと思います。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 今後、「ＫｅｎｒｉＢｏｏｋ」を使って研修を

進めていきたいと思ってございます。 

○Ｅ委員 研修は、具体的に教職員のほうですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 一般の市民向けのものです。あとは、市の職員

などですね。 

○委員長 Ｅ委員、よろしいですか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○Ｇ委員 今の１２ページの続きですけれども、よく区民センターに行っても、たくさん

のパンフレットを発見して、こんなにたくさん税金でつくってと思うことがあります。や

はり、以前もお話をしたことがあると思うのですけれども、私は、広報さっぽろは有意義

に活用できるものではないかと思っているのです。広報さっぽろは、新聞をとっていない
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方でも見られて、市政にも近く、いろいろな活動をしていることを知れる唯一の機会です

から、広報さっぽろをもっと活用してほしいと思います。一度、目にしても人の記憶には

残らないですし、子ども権利のバッジになっているロゴマークも、１回や２回見ても、す

っと抜けてしまう場合もあるかもしれません。ですから、広報さっぽろにも、それが定着

するぐらい繰り返し載せていくと、宣伝効果があるのではないかと思いますし、お金をか

けてたくさんパンフレットにつくるより、よほど効果的だと私は感じています。 

 それから、１２ページに具体的な事例を紹介するとあるのですけれども、この事例とい

うものは、子どもにまつわって、こういう悲しい思いをしましたとか、事件がありました

とか、そういう事例も紹介しながら、パンフレットの中で触れているのでしょうか。 

 例えば、匿名でしょうけれども、こういう悲しい思いをしたからというものが載ってい

ると、自身も気がつくことがあると思うのです。ただ、格好いいことだけ、こういう場合

があってこうこうとたくさん並べるよりも、具体的な例は、とても心に響くものがあるし、

子ども自身も感じ取って、自分もここまでひどい状況にあるのかなと気がつくこともある

と思っておりますが、その辺はどうなっているのでしょうか。 

○委員長 事務局に対する質問ですね。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 主にあしすと通信の関係がかかわりそう

なので、救済事務局からお話をさせていただきます。 

 あしすと通信は、年に２回、小学生、中学生のお子さんを通して保護者宛てにお配りし

ているところですが、その中で、例えば、分類をしながら、こういうような相談があった

よとか、少し具体性を持たせながらそういう相談ならしてもいいのだなとか、そういった

ことを感じていただけるような形で、あしすと通信の中で載せさせていただくということ

はございます。 

 あとは、保護者向けということで、アシストセンターで行っている出前講座の中では、

もっと具体的に、こんな相談が多いとか、それに対してこういったお子さんが悩みを持っ

ているとか、そういった事例もお話ししながら、保護者の皆さんに対して、そういうこと

をお話しさせていただく機会もございますので、今後もいろいろ工夫をしながら、お子さ

んや保護者の皆さんに届く形の広報に努めていきたいと思っております。 

○委員長 Ｇ委員、よろしいですか。 

 ほかに、この件に関して何か質問、あるいは、意見はありますでしょうか。 

 高校生委員の方はいかがでしょうか。 

 Ｈ委員、どうですか。 

○Ｈ委員 質問になるのですけれども、１２ページのパンフレットの小学生というのは、

何で小学４年生に限って配るのですか。パンフレットを小学４年生に限って配るのはなぜ

ですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） こちらのパンフレットは、最初にでき上がりま

したときに、４年生、５年生、６年生の全員にお配りしているものでございます。そして、
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一通り配り終わった後に、新たに４年生になった方に対してお配りしているものでござい

ます。 

○Ｈ委員 高校生は大人とみなされるかもしれないですけれども、これを見る限り１個し

かありません。私も、権利に関して、ここに出て初めていろいろ知っていることがあるの

で、高校生に対してもあるとありがたいです。ぜひ、つくってください。お願いします。 

○委員長 よろしくお願いいたします。 

 I委員はないですか。もしありましたら、この際ですから出してください。 

○I委員 ３ページの研究推進校のところですけれども、どうしてところは大通高校を選ん

だのかなというのが気になりました。大通高校は、定時制で、いろいろな境遇の人がいっ

ぱいいて、そういう意味ではいいとは思うのですけれども、同時に普通科の高校に関して

もとった場合に、もう少し違う結果が得られたのではないかなと感じました。 

○委員長 ありがとうございます。 

 それでは、教育委員会からどうぞ。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 札幌の市立高校は８校ございまして、大通高

校は確かに定時制ですが、ほかの学校と違いまして、午前部、午後部、夜間部ということ

で、各学年に３００名少しという状況です。また、学び直しというか、一度、中学校ある

いは小学校のときに不登校等を経験した子ども、あるいは、他校の高校に行ったけれども、

どうしてもうまくいかずにもう一回大通高校で学ぶ子どももおります。そうした部分で、

大通高校の卒業生の子どもたちが、まさにいろいろな形の子どもたちの授業のサポートに

来ていただいているということを行っております。 

 この大通高校の取り組みは、他にミツバチプロジェクトと言いまして、ご存じでしょう

か。同じ校舎内に幼稚園もあるものですから、いろいろな取り組みを行っております。こ

れを、商業科を含めた全日制の学校にどんなふうに広げていくかというあたりが、まさに、

今、市立高校で取り組んでいるところです。今、委員からいただいた考え方も、この後、

通常の全日制の学校にも広がっていくように、ぜひ我々も取り組んでいかなければならな

いと考えているところであります。 

○委員長 ありがとうございます。 

 それでは、この件に関して、ほかにございませんでしょうか。 

 ちょうど５時半も若干過ぎておりますので、この辺で終わってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○委員長 それでは、ほぼ意見が出てきたということがありますので、本日の意見も踏ま

えまして、変更がある場合には最終的なものを事務局から後で送っていただくことにして、

２番目の議題に移りたいと思います。 

 その前に、何かございますか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 救済委員のお二方ですが、所用のため、これに

て退席をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 
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〔救済委員は退席〕 

○委員長 それでは、次に移りたいと思います。 

 視点５に入るわけですが、視点５につきましては、本日の報告書の中にもありましたし、

これまでも何度か議論があります広報、普及の関係の問題であります。 

 まず、事務局から、この点に関して説明を受けまして、その後、審議に移りたいと思い

ます。 

 それでは、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） それでは、資料５をごらんいただきたいと思い

ます。 

 視点５、子どもの権利を大切にする意識の向上についてでございます。 

 大きく市民に向けた広報啓発と職員向けの研修に分けてございます。 

 先ほどの報告書と重複する部分がございますし、これまでも委員会において何度かご説

明をしているところでございますが、改めて簡単に説明させていただきたいと思います。 

 まず、子どもの権利に関するパンフレット、ニュースレター等の作成でございます。 

 こちらにつきましては、条例制定と同時に作成し、子どもを初め、大人を対象にそれぞ

れ配付させていただいているところでございます。 

 配付の方法につきましては、これまでも、委員会の中でご意見をいただいているところ

でございますけれども、これまで、市立高校への配付は郵便で行っていたところを、平成

２４年度末より、職員が直接学校を訪問しまして、教職員に説明の上、お渡ししていると

ころでございます。こちらにつきましては、平成２５年度も引き続き行う予定です。 

 また、子どもの権利の基本的な考え方につきまして、市民の皆様に、より親しみを持っ

て関心を高めていただくよう、日常生活の中での子どもとのかかわりについて、イラスト

を交えて紹介する新たな冊子「ＫｅｎｒｉＢｏｏｋ」を作成し、今月から配付をしている

ところでございます。 

 続きまして、子どもの権利の日事業の実施についてでございます。これまでは、大人を

対象といたしまして、講演会を中心に行っておりましたが、昨年度から、子どもに限定し、

まちづくりや自分自身についての意見交換を行うように変更しております。１００名を超

える子どもたちに参加していただいております。今年度も、内容につきましては、現在検

討中でございますので、改めて後日ご案内いたしたいと思っております。 

 続きまして、子どもの権利ＰＲロゴマークの作成でございます。 

 先ほどの報告書の表紙にも掲載してございますけれども、さまざまな場でＰＲしたいと

いうふうに考えております。 

 続きまして、出前講座・出前授業の実施でございます。一般市民の方を対象にした出前

講座に加え、子どもを対象とした出前授業を実施し、子どもの権利の理解促進に努めてい

るところでございます。 

 続きまして、一番下の各種イベントの普及啓発でございます。 
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 これまでも他部局や他団体が行うイベントの際に、子どもの権利をあわせてＰＲするよ

うにしておりましたが、今年度は特に民間が主催するイベントの際にもＰＲするように努

めているところでございます。 

 続きまして、裏面をごらんください。 

 教育委員会の関係でございますけれども、子どもの権利に関するＤＶＤや公開授業の関

係を掲載してございます。中ほどに職員向け研修とございますけれども、子ども未来局か

らは２点ほど掲載しております。 

 １点目は、子どもの権利推進アドバイザーの実施でございまして、職員研修を中心に、

関係団体等での講演等を行っているところでございます。 

 ２点目は、教職員向けの出前講座の実施でございまして、先ほどの市民向けとは別に、

新たに教職員を対象に昨年度から実施しているものでございます。内容といたしましては、

子どもの権利推進課やアシストセンターでの取り組み報告、学校現場での感想など、意見

交換を行ったところでございます。 

 ３点目は、教育委員会で実施している研修について掲載してございます。 

 最後に、課題、評価でございますけれども、これまでも皆様から何度かご指摘をいただ

いておりますが、平成２１年度の条例の認知度は決して高いとは言えないところでござい

ます。年末には同様の調査を実施いたしますので、認知度が向上するよう、引き続き取り

組みを進めていくとともに、単に認知度が向上することだけにとどまらず、子どもの権利

そのものの理解や理念の実現に向けまして、取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。 

 教育委員会におきましても、研修対象者の拡大ですとか、子ども自身がみずから権利に

ついて理解できるよう、ＤＶＤなどの活用を一層進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、意見交換に移りたいと思います。 

 本日、あるいは、これまでも随所で皆様方からご意見をいただいておりますけれども、

本日、ここで改めて発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、自由に意見を出してください。 

○Ｆ委員 上から、子どもの権利の日の事業の実施についてお伺いします。 

 平成２３年度は、大人向けの講演会がありまして、私も参加させていただきました。平

成２４年度からは、大人ではなくて子どもだけということになったのですけれども、これ

は、どういう形でそうなったのですか。説明してください。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） イベント全体の統一性を重視いたしまして、前

は２部構成だったのです。午前中に大人の講演があって、午後から子ども向けのものがあ

るということでした。ですから、そのイベントに参加していただく方も、午前中にはたく
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さんいらっしゃるのですけれども、午後の講演になると人数が少なくなる等、いろいろな

課題がございまして、昨年度につきましては、子どもを中心にしたイベントに変えており

ます。 

○Ｆ委員 ということは、今後もそういう形でいくということですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 一応、今年度もそのように考えてございます。 

○Ｆ委員 なぜ聞いたかというと、大人向けも大変すばらしい講演会だったのです。いろ

いろなご事情はあると思いますけれども、ちょうど平成２１年度から条例が施行されて来

年度でちょうど丸５年たちますね。そこで、大人向けも大事だと思うのです。お子さんに

はもちろん当たり前の話ですが、いろいろな節目の年に、毎年やるというのはいろいろな

事情があってできないかもしれませんが、なぜそれを言いたかったかというと、この間、

町内会で女子高生が町内会役員になって、こういうことが、これからのまちづくりとか、

子どもの権利条例にかかわってくるのに大変すばらしい形だと思うのです。 

 これをやれとは言わないですけれども、Ｂ委員の講演でもすばらしいからよろしいので

すが、要は、大人向けもたまに入れて、毎年やらなくてもいいけれども、そういう啓蒙も

していくことが、パーセンテージの関係も、今後のいろいろな計画も、多少プラスになる

ことを考えながらやっていく計画も今後考えていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長 大人向けも必要だということですね。 

○Ｅ委員 子どもの権利の日に行われた講演会もそうなのですが、基本的に、どこかに行

って講演を聞くとか、自分が行動しなければいけないものに参加する人は、子どもの権利

条例や、根本的な人権に興味がある人が行くと思うのです。アンケートでいえば、知って

いるという人が中心になると思うのです。でも、講演をただ行っても、結局、条例につい

て知っている人がまた来るということも考えられますので、理解している人をどんどん増

やすということを考えたら、市の行事などに参加してもらうというよりも、例えば、広報

誌の余っているスペースにロゴマークを印刷するとか、無意識のうちに目に入って関心を

呼びかけるというか、喚起するような取組が必要ではないかと思います。 

○委員長 ありがとうございます。 

 知らない人がもっと知るようにしてもらいたいということですね。すごく大事なことだ

と思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○Ｇ委員 子どもの権利の日事業の実施のところで、全庁的なというのは、全国的なとい

うことですか。 

 全庁的な普及啓発を実施しているというのは、その上には庁内からと書いてあるのです

けれども、これが全国的ということを意味しているのですか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 全庁的というのは、市役所の中という意味でご

ざいます。応募をして、子どもの権利に関する取組を出していただいたということです。 
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○Ｇ委員 そういう意味なのですね。 

 それから、その下の子ども権利ＰＲロゴマークの作成とあるのですけれども、啓発物品

はパンフレット以外にどのようなものがあるのですか。缶バッジみたいなものがあるのは

知っています。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 児童手当の通知ですとか、札幌市で作成してい

る市が出す郵便物に使う封筒があるのですけれども、そちらに掲載してございます。 

○Ｇ委員 わかりました。今度、注意して見てみます。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○Ａ委員 今のロゴマークの関係ですけれども、子どもの権利推進課だけのものですか。 

 というのは、郵便で送ってきてもらっているこれも子どもの権利ですね。これは、規制

があってということでしょうけれども、こちらのロゴマークとは若干違うのです。細かい

ことだけれども、できるのであれば、同じにしたほうがいいと思います。多分、規制があ

ってこういう形になっているのだろうと思いますけれどもね。 

○事務局（子どもの権利推進課岩崎事務職員） ロゴマークの関係ですが、皆様にお送り

している茶封筒は、札幌市役所の全ての部署から送るものをまとめて市役所で購入して発

送しております。ロゴマークができましたのは昨年８月でしたので、その時点ではまだそ

れを掲載していなかったところなのですが、今、市役所の所管部局にお願いしまして、ロ

ゴマークを掲載するようにしております。多分、タイムラグがあるので、皆様のお手元に

届くのはもう少し後になろうかと思います。 

○Ａ委員 これは、子どもの権利推進課だけではなく、全庁的ということですか。 

○事務局（子どもの権利推進課岩崎事務職員） 全庁的にということです。ただ、例えば、

国勢調査とか、そういったことがあったりするとそこに載ってきますので、全部が全部と

いうことではないですけれども、かなりの部数がありますので、それを継続的にやろうか

と考えているところでございます。 

○委員長 この封筒を使い切ったら変わるということですね。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） そういうことになります。 

○委員長 この中に執拗に取り込んでしまうと、見落とすのではないでしょうか。 

○事務局（浦屋子ども育成部長） 今の予定では、時計台の下の部分にロゴマークと四つ

の権利の文章を入れて、少しでもわかりやすくということで、今、計画させていただいて

おります。 

○委員長 なるべくはっきりわかるようにお願いしたいと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 どういう形で広めていくのかというのは、いろいろ注意が要ることだと思うの

ですけれども、例えば、生涯学習の拠点である札幌市のちえりあでご近所先生があるわけ

ですが、割とあそこで学ぶ方々は、地域とか子どもにかかわりたい、でも、どうやってか

かわったらいいのかわからないという声を大変よく聞きます。ですから、ちえりああたり
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で、子どもの権利を地域に広めましょうことで、そのためのサポーター養成講座をすると、

これから定年退職を迎える団塊の世代の方とか、いろいろな方が学んでくださって、地域

でそれを還元してくださるという循環ができるかもしれませんので、ちえりあの講座も利

用されたらいかがかと思います。 

○J委員 出前講座・出前授業の実施のところですが、小学校５年生以上を対象とした出前

授業を取り入れる学校がふえていくことは望ましいことだと思うのです。認知度として、

教えて！ファイヤーマンというものがありますが、あのぐらいの活発さで、教えて弁護士

さんとか、子どもの権利に関して、いつもいろいろな部署の方が説明してくださるのです

けれども、一つの顔みたいなものが見えてこないのです。広めるという意味では、やはり、

象徴的な何かがあると、皆さんはとてもわかりやすいです。あの方に聞けばとか、これが

子どもの権利なのだと。 

 食育は、お母さん方の関心も高く、広まるのが物すごく速かったと思うのです。ただ、

人権というものは、国民性なのか、皆さんはあまり触れない部分であるとか、興味を持た

れない部分だったりするのです。その辺が、もうちょっと実生活の中に入ってくるような、

今で言えば虐待やいじめですね。実は、食育も、子どもにしっかりした栄養を与えて育っ

ていくという大事な人権の部分だと思うのです。そういうことが、親にもっと象徴的に入

ってくるようなものがあるといいかと思います。子どもには、教えて！ファイヤーマンの

ような時期がどこの子にもあって、それと同じように、親もそういうことに関心を持つよ

うな機会が得られればいいと思うのです。 

 パンフレットや「ＫｅｎｒｉＢｏｏｋ」は、私のうちにも来ました。これは、ＰＴＡ会

長宛ての封書で来ました。私は、このような委員会に出させていただいているので、また、

新しいものをつくったかと思って見ましたけれども、ぺらっと来るのです。やはり、それ

では、もったいないと思うのです。ここに、一家族のキャラクターをつくられていて、き

らり君のお話やお父さんやお母さんのキャラクターがあって、これがもうちょっとＰＴＡ

の活動の中に生かされるような説明や何かを、各学校には難しいと思うので、区Ｐ連でさ

れるなり、市Ｐ協でされるなり、とてももったいないと思います。どのパンフレットも、

子どもは、ただ、ぽんと持ってきてしまいます。それに対して説明や印象に残るような出

来事があると、資料がより生かされるのではないかと思います。 

○Ｂ委員 人ＫＥＮまもる君の着ぐるみとかはないのでしょうか。 

○Ｅ委員 少しずれるかもしれないですが、出前授業はいっぱいあると思うのですけれど

も、中学校なら、３年間行ったら卒業してしまいます。３年に１回は授業がないと、仮に

自分が通っている小・中学校に出前授業が来たとしても受けられないことになります。少

なくとも、年間五、六校では、３年かけて全市の子どもに行うのは、現状では難しいと思

うので、それをもっとふやすべきではないかということが一つです。 

 あとは、希望校を訪問しとなっているのですけれども、実際に出前授業を希望する学校

は、市がかかわっていない民間主体のものでも、例えば新聞を使った教育など、指導要領
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を超えたことを積極的に行っている学校が多いと思うのです。やはり、希望する学校とい

うと偏りが出ると思うので、満遍なく年間何校かずつ、３年かけて、全中学校なら１００

校ぐらいありますから、年間３０校でも、可能な範囲で市内の全員の子どもが一度は出前

授業を受けたことがあるような環境があればいいかなと思います。 

 それから、今、私たちは、表現の自由があるから、ある意味、市の政策にああでもない

こうでもないと言っていると思うのです。やはり、私たちに意見を主張する権利があるこ

とを知っていて使うのと、知らないで使うのとでは、意見を主張する子ども当事者の意識

も異なると思うのです。こういう権利条例があるのですよというよりも、権利があるので

すよという授業をもっと行っていくべきではないかと思います。 

○委員長 今、すごく大事なことを言ってくれました。 

○Ｃ委員 私も認識不足ですが、出前授業や出前講座ですけれども、弁護士が何人ぐらい

担当しているのですか。憲法委員会とタイアップしているのですか。 

○事務局（伊藤子どもの権利救済事務局次長） 出前授業について、特に子どもの権利の

部分については、主に、アシストセンターの調査員の弁護士に行っていただきました。そ

れと、救済委員の先生ということで対応させていただきました。 

○Ｃ委員 今、Ｅ委員から、もっとやるべきだという意見がありましたが、本当にそのと

おりだと思います。たくさんやるとなると、どうしても人数が必要になります。私は、ご

存じのとおり、弁護士会子どもの権利委員会の委員長としてここにおりますが、いろいろ

協議させていただければ、委員に若い弁護士がたくさんいますので、もっと広がりを持っ

てできるのかなというのが一つです。 

 それから、Ｅ委員がおっしゃったのですが、やはり、こういうものの配付先ですね。そ

れを考えないでつくると、配っても読まないのです。弁護士会でもいろいろつくりますが、

ぱらぱらと見て終わってしまうのです。ここは議事録から削除してほしいのですが、何で

そんなものをつくったのだと言われ、我々も非常に反省しなければならないところがある

のです。 

 さっき、税金というお話もあったと思うのですが、これは、かなりかかっていると思い

ますので、配付場所、配付方法等について、効果的になるようにご検討いただければと思

います。 

○委員長 例えば、これを使って出前授業をするというのは大事なことだと思います。 

○Ｃ委員 これを読んでくださいと言って教材にすると、読まざるを得ないと思うのです。

言い方は変ですが、読むことになると思うのです。学校でやるのか、いろいろなところで

やるのか、私は、いろいろなところで約束をしてきて帰ると、また委員長が面倒くさいこ

とを約束したと怒られるのですが、一生懸命取り組んでいきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

○Ａ委員 今さらの質問で申しわけないですけれども、出前講座や教職員の研修のあり方

についてです。これは、市立の学校だけですか。私立の学校の教職員は全然関係ないので
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しょうか。 

○委員長 今の点について、事務局で何か言えることはありますでしょうか。教育委員会

からお願いします。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 教育センターで行っている研修は、基本的に

は、市立の教職員が対象です。ただ、先ほどありました中には、市民向けの講座も用意し

ております。そちらのほうは、特に教職員だけでなく一般の方にも参加いただくようなも

のです。昨年度であれば、ピアサポートの栗原先生の講演は、広く市民にもお伝えをして、

参加いただいております。 

○Ａ委員 そうすると、私立の学校に関しては、こういう出前講座や出前授業については、

ほとんどないような感じですか。 

○委員長 そのあたりは、何か把握していますでしょうか。 

○Ａ委員 出前は、多分、希望で行くのだろうと思います。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 私立については、出前授業はございません。出

前講座という一般市民向けの講座がございますので、例えば私立高校に通っている方も、

そちらの講座は受けられることになります。 

○Ａ委員 確かに、受けられるというものはあるのだろうけれども、同じ札幌市内にいる

のですから、逆に、市立だけでなく、私立まで範囲を広げていったほうがいいのではない

かと僕は思います。 

○Ｅ委員 差が出てしまうと思います。 

○Ａ委員 今後の問題かもしれませんけれども、その辺のところを考えてもらったほうが

いいのかなと思います。 

○委員長 Ｈ委員、そのあたりで何か思うところはありませんか。 

○Ｈ委員 何を答えればいいでしょうか。 

○委員長 自分のところには来ないとか、そういうことで構いません。 

○Ａ委員 要するに、市立のところを主体に考えて、私立のことは考えていない―考え

ていないわけではないけれどもね。 

○Ｈ委員 来てくれるなら来てくれたほうが、子どもの権利のことを皆さんに知ってもら

えていいと思います。 

 高校生に知ってもらうというよりも、小さい子どもに知ってもらいたいと思うのです。

幾らパンフレットをつくっても、権利を知ってもらいたいというのが前面に出過ぎていて、

みんな手が出せないと思うのです。要は、権利を知ってもらって、それを活用してもらい

たいということだと思うのです。時期は過ぎましたが、雪まつりに市役所として出展する

とか、楽しみも含めて、権利を知ってもらうというイベントを開催したら、もっと知って

もらえるのではないかと思います。何か、権利が前面に出過ぎていて、小学生などは手が

出せない部分があると思うのです。 

○委員長 権利という言葉に、何か抵抗感があると。 
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○Ｈ委員 何かかた苦しいイメージあるので、もうちょっとやわらかく、横道にちょっと

それながら、最終的には権利があったねとか、まずは知ってもらうことが大事だと思いま

す。 

○Ｅ委員 全市の全ての小学生に対して行えて、全教員に研修を行えることで考えたので

すけれども、市が小学生に独自の副読本を渡して授業ができるということは、市独自の教

育内容を教育に盛り込むことができると思うのです。この副読本などにつけ加えるような

形で、子どもの権利条例についての授業などはできないでしょうか。 

○委員長 教育委員会、どうですか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 多分、小学校４年生ぐらいの「わたしたちの

札幌」の副読本のことかと思いますが、実は、あれは、教育委員会が配っているものでは

ないのです。民間の教育団体が、子どもたちに札幌のことをぜひ知ってほしいということ

でつくった副読本で、内容が大変いいので、各学校で当該学年の子どもたちに買ってもら

って授業で使っているものです。 

○Ｅ委員 予算の関係で実現できるかどうかわからないですけれども、全市の小学校に権

利条例についての授業は行えるのですか。予算などで実現できるかどうかは別として、制

度上、行うことは可能ですか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） 制度上というか、いわゆる学校教育の中です

から、教科でやるのか、あるいは、特別活動ということで学級活動でやるのか、道徳でや

るのか、総合的な時間でやるのかは別にして、それぞれの学校の校長先生あるいは先生方

が、子どもたちにとってどうしても必要だという認識になれば、当然、可能になるだろう

と思います。 

 そういうことも含めて、平成２３年にＤＶＤを作成して各学校にお配りしています。な

るべく学校で使ってもらえるようにリーフレットの直しをして、今までは文字がばっと書

いてあっただけですが、少し書き込めたりして授業に使える内容に変えて、今、Ｅ委員が

言ったように、なるべく学校で使ってもらえるような取り組みをしたいと思っております。 

○Ｅ委員 市教委として、例えば、こういう内容を全市の学校にやってくださいというよ

うな指示はできるのですか。 

○事務局（檜田教育委員会指導担当課長） それは、なかなか難しいです。いわゆる、「や

ってほしい」という言い方と、「やりなさい」という言い方は微妙な部分がございます。

今、ここで、一概にお約束できる内容ではないです。やはり、いろいろな考え方の人がい

らっしゃいます。 

 ただ、先ほどちょっとお話ししましたが、いじめや自殺予防の総合プロジェクト事業を

今年立ち上げて、その中で、命の大切さを見つめ直す月間のようなものをつくりたいと思

っています。その中では、各学校で、そして、各学級で、全ての子どもたちに何らかの授

業をしてほしいという願いをもって、今、準備しています。そのような中で、当然、子ど

もの権利も含めたいろいろな教材の中から、各学校で子どもたちにしっかり伝わる機会を
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持ってもらいたいということは、委員会としてもやりたいし、やらなければならないと思

っています。 

○Ｅ委員 ぜひ実現してください。 

○大江副委員長 小学校という現場としてお話をしたいと思います。 

 少なくとも、小学校ですので、権利という言葉であらわしても、なかなか子どもたちに

直接伝わらないと思います。ただ、３月に、校長あるいは教頭を集めて、施政方針の説明

会が必ず行われます。例えば、今年度ですと命を大切にするとか、いじめや不登校に対す

る対応をしっかりやりなさいとか、今、皆さんがご心配されているようなことも含めて、

学校ではこういうことを取り組みましょうということを、全ての校長、教頭といった管理

職に伝える会議です。 

 学校は、１００％と言っていいと思うのですが、校長が４月に、今年度の学校運営方針

を先生方に示します。私も、もちろん毎年つくっています。その中に、例えば、私の場合

ですと、ことしは、命を大切にするということを子どもたちにしっかり指導しましょうと

か、今、学力向上と言われていますけれども、基礎的、基本的な学力を子どもたちにしっ

かりつけましょうとか、幾つかの観点で、ことしの重点はこれですよというものを挙げて

いるのです。その中に、ほとんどの学校で、ことしは教育委員会から示された基本方針の

中に、命を大事にするというような、いじめをなくすような内容が入っています。全員の

先生方が研修を受けてはいないにせよ、校長から先生方に、ことしはこれについてしっか

りやるということが伝わっていると私は確信しております。 

 そういう意味で、学校では、先ほど言ったように、権利という難しい言葉ではなくても、

自分の考えを持つこととか、ほかの人に自分の考え方をしっかり伝えることの大切さとい

うことも含めて、お互いに尊重し合うということも含めて、授業を大事にするということ

は先生方に伝わっているのではないかと思います。 

 実際の授業のどういうところで扱うのかと言われると、例えば、先ほどの教えて！ファ

イヤーマンですと、ほとんどの学校が、社会科の授業の中で教えることになっているので、

今は、九十七、八％の学校で、消防署の人に来ていただいて授業をしているのです。それ

は、社会科という授業として扱っています。 

 また、食育ですと、保健体育、あるいは、給食の指導、学級活動で取り扱っています。 

 では、子どもの権利についてはどうかというと、例えば、道徳の時間とか、学級活動の

時間とか、工夫をしながら、各学校で、先ほど言ったような内容の中で、子どもたちに具

体的に伝えるような授業をやっております。 

 ですから、これはとてもいいなと思って、私もざっと見たのです。小学校でこれを全部

教えるといったら、１０時間から２０時間が必要だなと思いました。例えば、１ページ分

だけある１時間の中で、私のクラスでいうと、ここの部分が大事だから、これを使わせて

いただいて、道徳の時間で授業をしましょうというように、実態に合わせて授業を進める

ことは十分可能であるし、各学校で工夫して進めていると思います。 
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 あともう一つですが、先生方は、自己目標シートを書くことになっています。それは何

かというと、担任の先生のことし１年間の学習についての目標、生活指導の目標について

ですが、ことしから、いじめへの対応という項目が加わりました。自分のクラスで、いじ

めへの対応をこのようにしたいという目標を立てます。それらをもとにして、校長や教頭

と担任の先生が、１年間のうちで最低２回は話し合いの時間を必ず持つことになっていま

す。その中で、いじめや不登校に対する認識を新たにさせる対応も進めていますので、先

生方にとっては、心の教育に重きを置いて進めていかなければいけないという意識は、か

なり高まっているのではないかと思っております。 

 話したいことはいっぱいあるのですけれども、ここら辺にしておきます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 今、小学校の様子等についていろいろ話をしていただきました。皆さん方も参考になる

かと思います。 

○Ｄ委員 普及啓発を行っていく中で、平成２１年度の調査と今度やる調査の中でどんな

変化が出てくるのかというときに、一所管の課がやっても限界がありますので、そこには

難しい越えられない壁がたくさんあると思っています。そういう意味では、いろいろな団

体の力をかりながら、業界の力を借りながらということをもっと考えていく時期に入って

いると思うのです。 

 例えば、先ほどＣ委員もおっしゃっていましたけれども、若い弁護士が普及啓発のため

にいろいろなところへ行くよということなので、弁護士会に協力要請をしたり、ＰＴＡと

連携をしながら、学校でのＣ委員たちの研修会や講習会にどんどん行くとか、地域の集ま

りにどんどん行って地域で話をさせてくださいとか、そういう意味では、ここには、地域

の代表の方もいらっしゃるし、ＰＴＡの代表の方もいらっしゃいますので、そういう力を

活用しながらやっていけないのでしょうか。そうしないと、限界があるのではないかと、

何年か委員をさせてもらっていて感じるのですが、もっといろいろな人たちに協力をいた

だいてはだめなのでしょうか。協力してくれそうな人たちはたくさんいるのに、何でそこ

に行かないのかという気がするのです。 

○Ｇ委員 出前講座と出前授業のお話に戻るのですけれども、希望校の訪問というところ

で、希望する人としない人のどちらにチャンスがあるかといったら、希望するほうに多少

あってもいいのかなという思いと、先ほども言葉に出てきたように、満遍にということは

公平にということですね。教育においては、そういうことは大事だと思うのです。ですか

ら、その辺の希望もとりつつ、だからといって全部の希望をかなえていったら回らない学

校も出てくるということで、これはうまく考えていただきたい一面だと思うのです。 

 満遍にイコール公平といえば、私も何十年も感じていることですが、例えば、広報さっ

ぽろの表紙一つとっても、市内の小学校の１校の中のたった１クラスにしかチャンスがな

いです。それが年に１２回ですね。公的にということをいったら、それだって不公平なこ

とですね。表紙に出たくない子どもたちがいれば別ですけれども、子どもも出てみたいと
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思っていて、出たらいいなと思っている親御さんから見たら、とても不公平かなと感じて

いるのです。 

 ついでにお尋ねしますが、広報さっぽろの表紙は、どのように決めているのかというか、

どうしたらあのチャンスを得ることができるのか、教えていただきたいと思います。市民

でも意外と知らないことなので、よろしくお願いします。 

○委員長 事務局の方、何か知っていますでしょうか。 

○事務局（浦屋子ども育成部長） 私どもは、広報部ではないものですから、どういうシ

ステムかはわかりませんので、調査をさせていただいて、ご連絡差し上げたいと思います。 

○Ｇ委員 毎月発行していて、何十年も続いているので、申しわけないですけれども、市

の職員で知らないというのは意外な回答だなと思いました。 

○委員長 では、後で調べてください。 

○Ｆ委員 今、Ｄ委員が言ったことは、子どもの権利の本当の心髄だと思うのです。確か

に、学校の先生方が、学校でそういうことをきちんと享受するということも大変大事なこ

とですが、やはり、学校でどんなに教えても、地域の大人がそれを理解していないと、地

域に戻ったときに、子どもたちを守るのは地域社会でありますから、そういうところとの

連携や啓蒙を今後の課題として真剣にいろいろ模索していかないとだめかなと私は思いま

す。 

 ですから、今、おっしゃったように、民生委員もいらっしゃいますし、いろいろな先生

方もいますから、ここの委員会という枠の中をあまり考え過ぎないで、ちょっとグローバ

ルに考えて、みんなで連携をとれるようなことも、今つくれとは言わないけれども、これ

から新しい計画ができますので、そういうこともお考えになっていただきたいと思います。 

 本当に真剣に考えていかなかったら広がらないと思うのです。せっかくいい条例をつく

った中で、本当に子どもたちを守るには、やはり、札幌市全体の市民で守るぐらいの気構

えがないと大変だと思うのです。教育委員会も全部ひっくるめて、オール札幌でやってい

かないと、縦割りと言っていたら、いいこともどんどん進まないと思うのです。最後は大

きい話になってしまうけれども、やはり、市長にも、そういうところをしっかり考えてい

ただいて、今後の参考にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長 そろそろ時間が来つつありますが、手を挙げられておられましたＡ委員に最後

に発言をお願いします。 

○Ａ委員 確かに、全部を統一できるような形で広くやってほしいのです。というのは、

私のところでも、学校と地域の交流事業があるのです。また、福まちでも、市から予算を

もらって、交流事業があるのです。そのほかに、児童会館やミニ児童会館にも、地域の老

人クラブと一緒に遊びながら学ぶという形でやっています。権利、権利とあまり大げさに

言えないでしょうし、多分、我々と同じように、お年寄りの人たちも、権利、権利とはあ

まり言わないと思うのですが、札幌市で言っていることが浸透できるような形の施策があ

ればいいのかなと思いました。 
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○委員長 ほかによろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○委員長 それでは、２番目の議題につきましても、いろいろなご意見をどうもありがと

うございました。 

 なお、次回は、全体を通しての振り返りを行っていきたいと思います。 

 それでは、事務局から何か連絡事項がありますでしょうか。 

○事務局（岩佐子どもの権利推進課長） 次回の委員会についてでございますけれども、

８月の開催を予定しております。詳細な日程につきましては、委員長と相談の上、予定表

を後日改めて送付させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、以上でございます。 

 

  ４．閉  会 

○委員長 今日も、活発に意見を出していただきまして、どうもありがとうございます。 

 それでは、本日の委員会を終了させていただきたいと思いますが、何分、寒くなってお

りますので、風邪など引かないように、気をつけてお帰りいただきたいと思います。 

 それでは、これで終わりにいたします。 

                                  以  上   


